
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

  システム内運送中の貨物に対して、特例輸出貨物の輸出許可取消申請が実施できるように、ＥＥＡ業務等

で実施しているチェック処理を変更する。 

 

（Ａ）ＥＥＡ業務、ＥＥＣ業務、ＥＥＡ０１業務、ＥＥＥ業務の変更 

海上貨物ＤＢチェックで実施している「運送中でないこと」チェックについて、申告等種別が「Ｔ」

「Ｎ」「Ｍ」の場合、エラーとならないように変更する。チェックしないことにより申告等種別が「Ｔ」

「Ｎ」「Ｍ」の場合、以下のルートが可能となる。 

（ａ）バラ通関の場合 

業務 ＥＣＲ ＥＤＡ ＥＤＣ 

許可 

ＢＩＣ 

 

ＶＡＮ 

※１ 

ＥＥＡ 

 

ＥＥＣ ＣＥＣ ＶＡＣ ＢＯＢ 

内貨引取 

ＥＣＲ ＥＤＡ ＥＤＣ 

許可 

ＢＩＣ 

 

ＶＡＮ 

※１ 

ＥＥＡ 

 

ＥＥＣ ＣＥＣ ＣＹＡ ＣＹＯ 

内貨引取 

ＥＣＲ ＥＤＡ ＥＤＣ 

許可 

ＢＩＣ 

 

ＢＯＣ ＥＥＡ 

 

ＥＥＣ ＣＥＣ ＢＯＣ 

取消 

ＢＯＢ 

内貨引取 

（※１）ＶＡＥ含む 

 

（ｂ）コンテナ通関の場合 

 業務 ＥＣＲ ＶＡＮ 

※１ 

ＥＤＡ 

 

ＥＤＣ 

許可 

ＥＥＡ ＥＥＣ 

 

ＣＥＣ ＶＡＣ  

ＥＣＲ ＶＡＮ 

※１ 

ＥＤＡ 

 

ＥＤＣ 

許可 

ＥＥＡ ＥＥＣ 

 

ＣＥＣ ＣＹＡ ＣＹＯ 

内貨引取 

（※１）ＶＡＥ含む 
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＜航空／海上共通業務＞ 
海上における運送途上の｢輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録（ＥＥＡ）｣業

務の可能化 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

海上システムにおいて、システム内運送中の貨物に対して特例輸出貨物の輸出許可取消申請は、実施不可で

ある。 

＜変更後仕様＞ 

海上システムにおいて、｢輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録（ＥＥＡ）｣業

務等で実施している「運送中でないこと」チェックを特例輸出貨物の輸出許可取消申請（申告等種別が「Ｔ：

特定輸出申告」、「Ｎ：特定委託輸出申告」または「Ｍ：特定製造貨物輸出申告」）の場合は、行わないよ

うに変更し、システム内運送中の貨物に対して特例輸出貨物の輸出許可取消申請が実施できるようにする。 

搬出業務実施後も、EEA～CEC が可能となり、特

例輸出貨物の輸出許可取消申請が可能となる 



 

 

また、以下のルートについては、「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録

中または輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請中でないこと」チェックによりエラー

となるため、税関が「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業

務まで実施し、許可取消となった後にエラーとなった業務を再度実施する必要がある。 

 

（ｃ）バラ通関の場合 

 業務 ＥＣＲ ＥＤＡ ＥＤＣ 

許可 

ＢＩＣ ＥＥＡ ＶＡＮ 

エラー 

 

（ｄ）コンテナ通関の場合 

業務 ＥＣＲ ＶＡＮ ＥＤＡ ＥＤＣ 

許可 

ＣＹＡ ＥＥＡ 

 

ＣＹＯ 

エラー 

 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・｢輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録（ＥＥＡ）｣業務 

・｢輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更事項登録（ＥＥＡ０１）｣業務 

・｢輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請（ＥＥＣ）｣業務 

・｢輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更（ＥＥＥ）｣業務 

 

３. 特記事項 

（１） 個別項目 

なし 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

２０２１年０３月２１日（日）保守時間帯リリース 

 

 


